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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月25日(2013.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の連続する工程を含むことを特徴とする、シリカ/合成ジエンエラストマーマスタ
ーバッチの製造方法：
　・シリカを少なくとも２価の金属元素でドーピングする工程；
　・得られたドープシリカの少なくとも１種の水中分散液を調製する工程；
　・合成ジエンエラストマーラテックスを前記水性ドープシリカ分散液と接触させ、これ
らを一緒に混合して凝固物を得る工程；
　・凝固物を回収する工程；および、
　・回収凝固物を乾燥させてマスターバッチを得る工程。
【請求項２】
　前記合成エラストマーラテックスが、スチレン/ブタジエンコポリマー即ちSBRのラテッ
クスである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記合成エラストマーラテックスが、エマルジョン中で調製したSBRである、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　シリカが、沈降シリカである、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記金属元素が、アルミニウムである、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　下記の条件の１つを満たす、請求項５記載の方法：
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　(i) 配合物pHは3.5と5.5の間であり、シリカのアルミニウムドーピング量は0.5質量％
以上である；
　(ii) 配合物pHは5.5以上であり、シリカのアルミニウムドーピング量は(2×pH－10)以
上である。
【請求項７】
　前記２つの分散液を互いに接触させるときのシリカの量が、30phrと100phrの間の量で
ある、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に従って製造した少なくとも１種のシリカ/合成ジエンエ
ラストマーマスターバッチをベースとするゴム組成物。
【請求項９】
　請求項８に記載の少なくとも１種のゴム組成物を含むタイヤまたは半製品。
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